
２０２３年度 財務諸表に対する注記 （法人全体） 

 

 

１．継続事業の前提に関する注記 

該当なし 

 

 

２．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

    ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。 

    ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定

にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。 

  （２）固定資産の減価償却の方法 

    ・固定資産（有形・無形）の減価償却は定額法による。 

    ・リース資産 

     ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 

     ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法による。 

  （３）引当金の計上方法 

    ・退職給付引当金 

     北海道民間社会福祉事業職員共済会の規約により計上する。法人独自退職金について、期

末退職金要支給額を計上している。 

    ・賞与引当金 

支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。 

 

 

３．重要な会計方針の変更 

該当なし 

 

 

４．法人で採用する退職給付制度 

  当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 

・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度（2006 年 3 月 31 日まで入職の職員） 

  ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業 

  ・確定給付企業年金制度（2006 年 4 月 1 日以降入職の職員） 

  ・法人独自退職金制度（満 60 歳の翌年度からの職員） 

 

 

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

  当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

  （１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式） 

  （２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式） 

  （３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様

式、第３号第３様式） 



  （４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第

３号第３様式） 

  （５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第

３号第３様式） 

     当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。 

  （５）各拠点区分におけるサービス区分の内容 

     ①法人本部拠点（社会福祉事業） 

      ア 法人本部 

     ②かりぷ・あつべつ拠点（社会福祉事業） 

      ア 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ 

      イ 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ（短期入所） 

      ウ 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ医務室 

      エ デイサービスセンターかりぷ 

      オ 訪問看護ステーションかりぷ 

            カ 指定居宅介護支援事業所かりぷ 

            キ 生活支援事業 

     ③ケアセンターかりぷ・もみじ台拠点（社会福祉事業） 

      ア ショートステイメイプルハウス 

      イ デイサービスもみじの家 

      ウ 居宅介護支援事業所メイプルかりぷ 

      エ ヘルパーステーションかえで 

     ④ケアセンターかりぷ・上野幌拠点（社会福祉事業） 

      ア デイサービスののか 

      イ 小規模多機能ホームかりぷ 

     ⑤ケアセンターかりぷ・上野幌拠点（公益事業） 

      ア サービス付き高齢者向け住宅ぽろか 

     ⑥高齢者生活支援ハウスえみな拠点（公益事業） 

      ア 札幌市厚別区介護予防センター厚別中央・青葉 

      イ 高齢者生活支援ハウスえみな 

 

 

６．基本財産の増減の内容及び金額 

  基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

（単位：円）   

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土 地 394,276,622   394,276,622 

建 物 428,229,072 1,375,000 26,371,408 403,232,664 

合  計 822,505,694 1,375,000 26,371,408 797,509,286 

 

 

 

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

  該当なし 

 

 



８．担保にしている資産 

  担保に供されている資産は以下のとおりである。 

建物（基本財産：札幌市厚別区上野幌 1条 2 丁目 2番 30 号） 30,765,239 円 

 計 30,765,239 円 

   

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む） 16,376,000 円 

 計 16,376,000 円 

 

 

９．有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高 

  有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高は以下のとおりである。 

（単位：円）   

 取得価額 減価償却費累計額 当期末残高 

建物（基本財産） 1,288,745,835 885,513,171 403,232,664 

建物 227,528,842 96,371,713 131,157,129 

構築物 30,783,051 30,247,934 535,117 

機械及び装置 1,936,780 1,936,777 3 

器具及び備品 80,403,502 63,077,717 17,325,785 

合  計 1,629,398,010 1,077,147,312 552,250,698 

 

 

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高 

  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。 

（単位：円）   

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 

事業未収金 137,335,310 0 137,335,310 

合  計 137,335,310 0 137,335,310 

 

 

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

   該当なし 

 

 

１２．関連当事者との取引の内容 

   該当なし 

 

 

１３．重要な偶発債務 

   該当なし 

 

 

１４．重要な後発事象 

   該当なし 

 



１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 

該当なし 

 

 

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状況を明らかにするために必要な事項 

    本会計年度末に支払い期日の債務【未払金 5,241,644 円、職員預り金 5,034,008 円】につい

ては、本会計年度末日が金融機関の休業日だが、支払日に支払いが行われたものとして処理し

ている。     

調整表 

期末現預金残高 219,493,429  金融機関残高証明書 229,769,081 

（調整処理）     

未払金 5,241,644    

職員預り金 5,034,008    

調整後残高 229,769,081  調整後残高 229,769,081 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０２３年度 財務諸表に対する注記 （法人本部拠点） 

 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

    ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。 

    ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定

にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。 

  （２）固定資産の減価償却の方法 

    ・固定資産（有形・無形）の減価償却は定額法による。 

    ・リース資産 

     ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 

     ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法による。 

  （３）引当金の計上方法 

    ・退職給付引当金 

     北海道民間社会福祉事業職員共済会の規約により計上する。法人独自退職金について、期

末退職金要支給額を計上している。 

    ・賞与引当金 

支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。 

 

 

２．重要な会計方針の変更 

該当なし 

 

 

３．採用する退職給付制度 

  当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 

・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度（2006 年 3 月 31 日まで入職の職員） 

  ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業 

  ・確定給付企業年金制度（2006 年 4 月 1 日以降入職の職員） 

  ・法人独自退職金制度（満 60 歳の翌年度からの職員） 

 

 

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分 

   当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

  （１）法人本部拠点計算書類 

会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式 

  （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑩)） 

     ア 法人本部 

  （３）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑪)） 

     ア 法人本部 

 

 



５．基本財産の増減の内容及び金額 

  該当なし 

 

 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

  該当なし 

 

 

７．担保にしている資産 

  該当なし 

 

 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高 

  該当なし 

 

 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高 

  該当なし 

 

 

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

   該当なし 

 

 

１１．重要な後発事象 

   該当なし 

 

 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状況を明らかにするために必要な事項 

   該当なし 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０２３年度 財務諸表に対する注記 （かりぷ・あつべつ拠点） 

 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

    ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。 

    ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定

にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。 

  （２）固定資産の減価償却の方法 

    ・固定資産（有形・無形）の減価償却は定額法による。 

    ・リース資産 

     ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 

     ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法による。 

  （３）引当金の計上方法 

    ・退職給付引当金 

     北海道民間社会福祉事業職員共済会の規約により計上する。法人独自退職金について、期

末退職金要支給額を計上している。 

    ・賞与引当金 

支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。 

 

 

２．重要な会計方針の変更 

該当なし 

 

 

３．採用する退職給付制度 

  当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 

・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度（2006 年 3 月 31 日まで入職の職員） 

  ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業 

  ・確定給付企業年金制度（2006 年 4 月 1 日以降入職の職員） 

  ・法人独自退職金制度（満 60 歳の翌年度からの職員） 

 

 

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分 

  当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

  （１）かりぷ・あつべつ拠点計算書類 

会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式 

  （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑩)） 

     ア 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ 

     イ 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ（短期入所） 

     ウ 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ医務室 

     エ デイサービスセンターかりぷ 

     オ 訪問看護ステーションかりぷ 



          カ 指定居宅介護支援事業所かりぷ 

          キ 生活支援事業 

  （３）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑪)） 

     ア 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ 

     イ 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ（短期入所） 

     ウ 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ医務室 

     エ デイサービスセンターかりぷ 

     オ 訪問看護ステーションかりぷ 

          カ 指定居宅介護支援事業所かりぷ 

          キ 生活支援事業 

 

 

 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

  基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

（単位：円）   

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土 地 245,190,000   245,190,000 

建 物 188,495,393 1,375,000 15,698,904 174,171,489 

合  計 433,685,393 1,375,000 15,698,904 419,361,489 

  ※デイサービスセンターかりぷの建物は、生活支援ハウスえみな建物の 22％を計上している。 

  ※建物の内 0.5％分は介護予防センター厚別中央・青葉（支援ハウス拠点）にて計上している。 

 

 

 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

  該当なし 

 

 

７．担保にしている資産 

  該当なし 

 

 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高 

  有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高は以下のとおりである。 

（単位：円）   

 取得価額 減価償却費累計額 当期末残高 

建物 795,747,921 621,576,432 174,171,489 

構築物 13,366,743 13,338,862 27,881 

機械及び装置 1,936,780 1,936,777 3 

器具及び備品 62,639,334 49,563,122 13,076,212 

合  計 873,690,778 686,415,193 187,275,585 

※デイサービスセンターかりぷの建物は、生活支援ハウスえみな建物の 22％を計上している。 

  ※建物の内 0.5％分は介護予防センター厚別中央・青葉（支援ハウス拠点）にて計上している。 

 



９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高 

  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。 

（単位：円）   

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 

事業未収金 80,774,410  80,774,410 

合  計 80,774,410 0 80,774,410 

 

 

 

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

   該当なし 

 

 

 

１１．重要な後発事象 

   該当なし 

 

 

 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状況を明らかにするために必要な事項 

   該当なし 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０２３年度 財務諸表に対する注記 （ケアセンターかりぷ・もみじ台拠点） 

 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

    ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。 

    ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定

にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。 

  （２）固定資産の減価償却の方法 

    ・固定資産（有形・無形）の減価償却は定額法による。 

    ・リース資産 

     ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 

     ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法による。 

  （３）引当金の計上方法 

    ・退職給付引当金 

     北海道民間社会福祉事業職員共済会の規約により計上する。法人独自退職金について、期

末退職金要支給額を計上している。 

    ・賞与引当金 

支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。 

 

 

２．重要な会計方針の変更 

  該当なし 

 

 

３．採用する退職給付制度 

  当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 

・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度（2006 年 3 月 31 日まで入職の職員） 

  ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業 

  ・確定給付企業年金制度（2006 年 4 月 1 日以降入職の職員） 

  ・法人独自退職金制度（満 60 歳の翌年度からの職員） 

 

 

 

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分 

  当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

  （１）ケアセンターかりぷ・もみじ台拠点計算書類 

会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式 

  （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑩)） 

     ア ショートステイメイプルハウス 

     イ デイサービスもみじの家 

     ウ 居宅介護支援事業所メイプルかりぷ 

     エ ヘルパーステーションかえで 



  （３）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑪)） 

     ア ショートステイメイプルハウス 

     イ デイサービスもみじの家 

     ウ 居宅介護支援事業所メイプルかりぷ 

     エ ヘルパーステーションかえで 

 

 

 

５．基本財産の増減の内容及び金額 

  基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

（単位：円）   

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土 地 30,360,000   30,360,000 

建 物 105,683,098 0 4,427,427 101,255,671 

合  計 136,043,098 0 4,427,427 131,615,671 

 

 

 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

  該当なし 

 

 

 

７．担保にしている資産 

  該当なし 

 

 

 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高 

  有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高は以下のとおりである。 

（単位：円）   

 取得価額 減価償却費累計額 当期末残高 

建物 207,383,018 106,127,347 101,255,671 

構築物 825,182 825,181 1 

器具及び備品 10,627,142 8,751,600 1,875,542 

合  計 218,835,342 115,704,128 103,131,214 

 

 

 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高 

  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。 

（単位：円）   

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 

事業未収金 36,380,223  36,380,223 

合  計 36,380,223 0 36,380,223 



１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

   該当なし 

 

 

 

１１．重要な後発事象 

   該当なし 

 

 

 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状況を明らかにするために必要な事項 

   該当なし 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０２３年度 財務諸表に対する注記 （ケアセンターかりぷ・上野幌(社福)拠点） 

 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

    ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。 

    ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定

にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。 

  （２）固定資産の減価償却の方法 

    ・固定資産（有形・無形）の減価償却は定額法による。 

    ・リース資産 

     ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 

     ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法による。 

  （３）引当金の計上方法 

    ・退職給付引当金 

     北海道民間社会福祉事業職員共済会の規約により計上する。法人独自退職金について、期

末退職金要支給額を計上している。 

    ・賞与引当金 

支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。 

 

 

２．重要な会計方針の変更 

  該当なし 

 

 

３．採用する退職給付制度 

  当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 

・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度（2006 年 3 月 31 日まで入職の職員） 

  ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業 

  ・確定給付企業年金制度（2006 年 4 月 1 日以降入職の職員） 

  ・法人独自退職金制度（満 60 歳の翌年度からの職員） 

 

 

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分 

  当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

  （１）ケアセンターかりぷ・上野幌(社福)拠点計算書類 

会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式 

  （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑩)） 

     ア デイサービスののか 

     イ 小規模多機能ホームかりぷ 

  （３）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑪)） 

     ア デイサービスののか 

     イ 小規模多機能ホームかりぷ 



５．基本財産の増減の内容及び金額 

  基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

（単位：円）   

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土 地    0 

建 物 32,379,685 0 1,614,446 30,765,239 

合  計 32,379,685 0 1,614,446 30,765,239 

 

 

 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

  該当なし 

 

 

 

７．担保にしている資産 

  担保に供されている資産は以下のとおりである。 

建物（基本財産：札幌市厚別区上野幌 1条 2 丁目 2番 30 号） 30,765,239 円 

 計 30,765,239 円 

   

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む） 16,376,000 円 

 計 16,376,000 円 

 

 

 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高 

  有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高は以下のとおりである。 

（単位：円）   

 取得価額 減価償却費累計額 当期末残高 

建物 53,370,969 22,605,730 30,765,239 

構築物 1,356,600 1,294,833 61,767 

器具及び備品 1,731,830 1,638,793 93,037 

合  計 56,459,399 25,539,356 30,920,043 

 

 

 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高 

  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。 

（単位：円）   

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 

事業未収金 13,627,025  13,627,025 

合  計 13,627,025 0 13,627,025 

 

 



１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

   該当なし 

 

 

 

１１．重要な後発事象 

   該当なし 

 

 

 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状況を明らかにするために必要な事項 

   該当なし 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０２３年度 財務諸表に対する注記 （ケアセンターかりぷ・上野幌(公益)拠点） 

 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

    ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。 

    ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定

にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。 

  （２）固定資産の減価償却の方法 

    ・固定資産（有形・無形）の減価償却は定額法による。 

    ・リース資産 

     ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 

     ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法による。 

  （３）引当金の計上方法 

    ・退職給付引当金 

     北海道民間社会福祉事業職員共済会の規約により計上する。法人独自退職金について、期

末退職金要支給額を計上している。 

    ・賞与引当金 

支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。 

 

 

２．重要な会計方針の変更 

  該当なし 

 

 

３．採用する退職給付制度 

  当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 

・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度（2006 年 3 月 31 日まで入職の職員） 

  ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業 

  ・確定給付企業年金制度（2006 年 4 月 1 日以降入職の職員） 

  ・法人独自退職金制度（満 60 歳の翌年度からの職員） 

 

 

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分 

  当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

  （１）ケアセンターかりぷ・上野幌(公益)拠点計算書類 

会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式 

  （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑩)） 

     ア サービス付き高齢者向け住宅ぽろか 

  （３）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑪)） 

     ア サービス付き高齢者向け住宅ぽろか 

      

 



５．基本財産の増減の内容及び金額 

  該当なし 

 

 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

  該当なし 

 

 

７．担保にしている資産 

  該当なし 

 

 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高 

  有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高は以下のとおりである。 

（単位：円）   

 取得価額 減価償却費累計額 当期末残高 

土地 66,100,000 0 66,100,000 

建物 227,528,842 96,371,713 131,157,129 

構築物 5,783,400 5,520,061 263,339 

合  計 2,747,057 1,409,716 1,337,341 

 

 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高 

  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。 

（単位：円）   

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 

事業未収金 1,511,850  1,511,850 

合  計 1,511,850 0 1,511,850 

 

 

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

   該当なし 

 

 

１１．重要な後発事象 

   該当なし 

 

 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状況を明らかにするために必要な事項 

   該当なし 

 

 

以上 

 



２０２３年度 財務諸表に対する注記 （高齢者生活支援ハウスえみな拠点） 

 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

    ・有価証券は、移動平均法に基づく原価法により評価する。 

    ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定

にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。 

  （２）固定資産の減価償却の方法 

    ・固定資産（有形・無形）の減価償却は定額法による。 

    ・リース資産 

     ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 

     ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする定額法による。 

  （３）引当金の計上方法 

    ・退職給付引当金 

     北海道民間社会福祉事業職員共済会の規約により計上する。法人独自退職金について、期

末退職金要支給額を計上している。 

    ・賞与引当金 

支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。 

 

 

２．重要な会計方針の変更 

  該当なし 

 

 

３．採用する退職給付制度 

  当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 

・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度（2006 年 3 月 31 日まで入職の職員） 

  ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業 

  ・確定給付企業年金制度（2006 年 4 月 1 日以降入職の職員） 

  ・法人独自退職金制度（満 60 歳の翌年度からの職員） 

 

 

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分 

  当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

  （１）高齢者生活支援ハウスえみな拠点計算書類 

会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式 

  （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑩)） 

     ア 札幌市厚別区介護予防センター厚別中央・青葉 

     イ 高齢者生活支援ハウスえみな 

  （３）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑪)） 

     ア 札幌市厚別区介護予防センター厚別中央・青葉 

     イ 高齢者生活支援ハウスえみな 



５．基本財産の増減の内容及び金額 

  基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

（単位：円）   

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土 地 118,726,622   118,726,622 

建 物 101,670,896 0 4,630,631 97,040,265 

合  計 220,397,518 0 4,630,631 215,766,887 

  ※生活支援ハウスえみな建物の 22％は、デイサービスセンターかりぷにて計上している。 

  ※介護予防センターの建物は特別養護老人ホームかりぷ・あつべつの 0.5％分を計上している。 

 

 

 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

  該当なし 

 

 

 

７．担保にしている資産 

  該当なし 

 

 

 

８．有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高 

  有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高は以下のとおりである。 

（単位：円）   

 取得価額 減価償却費累計額 当期末残高 

建物 232,243,927 135,203,662 97,040,265 

構築物 9,451,126 9,268,997 182,129 

器具及び備品 2,658,139 1,714,486 943,653 

合  計 244,353,192 146,187,145 98,166,047 

※生活支援ハウスえみな建物の 22％は、デイサービスセンターかりぷにて計上している。 

  ※介護予防センターの建物は特別養護老人ホームかりぷ・あつべつの 0.5％分を計上している。 

 

 

 

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高 

  債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。 

（単位：円）   

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 

事業未収金 5,041,802  5,041,802 

合  計 5,041,802 0 5,041,802 

 

 

 

 



１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

   該当なし 

 

 

 

１１．重要な後発事象 

   該当なし 

 

 

 

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状況を明らかにするために必要な事項 

   該当なし 

 

 

以上 

 

 


